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ドクターヘリの導入促進（統合補助金分）

厚生労働省 医政局 地域医療計画課

救急・周産期等医療対策室



ドクターヘリとは
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救急医療に必要な機器及び医薬品を装備したヘリコプターで

あって、救急医療の専門医及び看護師等が同乗し救急現場等に

向かい、現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に救急

医療を行うことのできる専用のヘリコプターのことをいう。

（ドクターヘリ導入促進事業：救急医療対策事業実施要綱）

ドクターヘリの運航 ドクターヘリの内部



ドクターヘリの目的
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ドクターヘリ導入促進事業（救急医療対策実施要綱）

１．この事業は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関
する特別措置法（平成19年法律第103号）の趣旨に基づき、救命救急
センターにドクターヘリを委託により配備し、救急患者の救命率等の
向上、広域救急患者搬送態勢の向上及びドクターヘリの全国的導入の
促進を図ることを目的とする。

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
（平成19年法律第103号）

第１条

・ この法律は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が傷病者の
救命、後遺症の軽減等に果たす役割の重要性にかんがみ、救急医療用
ヘリコプターを用いた救急医療の全国的な確保を図るための特別の措
置を講ずることにより、良質かつ適切な救急医療を効率的に提供する
体制の確保に寄与し、もって国民の健康の保持及び安心して暮らすこ
とのできる社会の実現に資することを目的とする。



○ 導入状況 46都道府県57機にて事業を実施（令和６年２月１日現在）

※ 京都府は、関西広域連合として一体的に運用している。

平成１３年度 ５県 岡山県、静岡県、千葉県、愛知県、福岡県
平成１４年度 ２県 神奈川県、和歌山県
平成１７年度 ２道県 北海道、長野県
平成１８年度 １県 長崎県
平成１９年度 ３府県 埼玉県、大阪府、福島県
平成２０年度 ３県 青森県、群馬県、沖縄県
平成２１年度 ４道県 千葉県(２機目)、静岡県(２機目)、

北海道(２機目、３機目)、栃木県
平成２２年度 ５県 兵庫県、茨城県、岐阜県、山口県、高知県
平成２３年度 ６県 島根県、長野県（２機目）、鹿児島県、熊本県、

秋田県、三重県
平成２４年度 ８県 青森県(２機目)、岩手県、山形県、新潟県、山梨県、

徳島県、大分県、宮崎県
平成２５年度 ３県 広島県、兵庫県(２機目)、佐賀県
平成２６年度 １道 北海道(４機目)
平成２７年度 ２県 滋賀県、富山県
平成２８年度 ５県 宮城県、新潟県(２機目)、奈良県、愛媛県、

鹿児島県(２機目)
平成２９年度 １県 鳥取県
平成３０年度 １県 石川県
令和 ３年度 ２都県 福井県、東京都
令和 ４年度 １県 香川県
令和 ５年度 １県 愛知県(２機目)

◆補助基準額：
令和４年度の運航経費の実績

に基づく見直しを行う

◆実施主体：都道府県
（基地病院（救命救急センター））
◆補助率：１／２
◆補助基準額：（令和５年度）
3.31億円（飛行時間300時間以上）
3.07億円（飛行時間200以上300時間未満）
2.89億円（飛行時間200時間未満）

◆負担割合：国１／２、都道府県１／２

• ドクターヘリの運航に必要な経費及び夜間運航を行う場合に必
要な経費等について財政支援を行い、救命率の向上及び広域患
者搬送体制の確保を図る。

• 地域において必要な救急医療が適時適切に提供できる体制の構築を目指し、早期の治療開始、迅速な搬送を可能
とするドクターヘリの運航体制を確立する。

厚生労働省 都道府県

補助
基地病院

( 救 命 救 急 セ ン タ ー )

補助

ドクターヘリの
運航を委託

運航
会社

令和６年度当初予算 95億円（87億円）※（）内は前年度当初予算額

１ 事業の目的

２ 事業の概要・スキーム

３ 実施主体等 ４ 見直し内容

５ 事業実績

ドクターヘリ導入促進事業
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※平成16年～平成30年（地域医療計画課調べ）、令和元年以降（日本航空医療学会調べ）

ドクターヘリの実績推移

（機）
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連携している都道府県の双方のドクターヘリが、一部の圏域を相互に都道府県境を越えてカバーし合う。

○ ドクターヘリの都道府県を越えた広域連携については、42府県において29の協定が締結され、そのうち、11の協定で地理的
条件によっては、他都道府県のドクターヘリを優先的に要請することができる取組が行われている。

他都道府県のドクターヘリが都道府県境を越えてカバーする。
例）A⇒Bは、AのドクターヘリがBの一部地域をカバー。

大規模災害時における広域連携について協定を結んでいる。
富山県－石川県－福井県－長野県－岐阜県－静岡県－愛知県－三重県

都道府県境を越えた広域連携の協定締結状況

注）このほか、協定書はないが、都道府県境を越えたドクターヘリの活動について運航マニュアルの策定等を行い、広域連携を行っているものがある。

○

◇青森県－岩手県－秋田県 ◇茨城県－栃木県－群馬県 ◆鳥取県－島根県－岡山県－広島県－山口県－関西広域連合

◇岩手県－宮城県 ◇群馬県－埼玉県 ◇徳島県－愛媛県－高知県

◇宮城県－山形県 ◇群馬県－新潟県 ◇愛媛県－広島県

◇宮城県－福島県 ◇神奈川県－静岡県－山梨県 ◆福岡県－佐賀県

◇秋田県－山形県 ◇三重県－奈良県－和歌山県 ◇佐賀県－長崎県

◇山形県－福島県－新潟県 ◇大阪府 徳島県－和歌山県

◇福島県－茨城県 ◇京都府 滋賀県－福井県

◆千葉県⇒茨城県 ◆岐阜県⇒福井県 ◆大阪府⇒奈良県 ◆徳島県⇒兵庫県 ◆沖縄県⇒鹿児島県

◆富山県⇒岐阜県 ◆大阪府⇒京都府 ◆兵庫県⇒京都府鳥取県 ◆福岡県⇒大分県

○ 自都道府県のドクターヘリを優先的に要請するパターンと、そうでないパターンの２種類に分けられる。

◇ 自都道府県のドクターヘリを優先的に要請する：重複要請や多数傷病者発生事案等の理由により、自都道府県のドクターヘリが出動できない、もしくは自
都道府県のドクターヘリのみでは対応できない場合に、他都道府県のドクターヘリを要請することができる。

◆ 地理的条件によっては、他都道府県のドクターヘリを優先的に要請することができる：基地病院から現場までの運航距離・時間等を勘案し、自都道府県の
ドクターヘリの状況にかかわらず、他都道府県のドクターヘリを要請することができる。

地域医療計画課調べ（令和４年６月）
6



ドクターヘリ症例データベース収集事業
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③出動要請
（救急隊現場到着後）

③出動要請
（救急隊現場到着前）

①出動指令

119番通報
救急現場

ドクターヘリ基地病院

ドクター
ヘリ出動

消防本部指令室

救急隊

②出動

④ ラ ン デ ブ ー
ポイントへの搬送

医師接触
処置

搬送

医療機関

ランデブーポイント

診断
転帰

ドクターヘリ症例データベース収集事業者

全国のドクターヘリ基地病院から登録された項目の収集・整理と年報の作成
データ収集・整理業務

各症例における状況の把握、データとしての登録業務ドクターヘリ基地病院

ドクターヘリによる診療及び運航の状況を全数把握、管理を目的とする。

• ドクターヘリ基地病院は、ドクターヘリが介入した全症例に関して事前に決められた項目を登録する。

• 全国のドクターヘリ基地病院から登録された項目に関して、当該事業者は収集・整理を行い、年報を作成し、国
に報告する。



ドクターヘリによる治療開始までの時間短縮効果
（対象は JHEMS登録27 ,321例 (DH 群 11 ,818  、救急車群15 ,503)）

図1：消防覚知～医師接触（分）
（全症例）

⚫ 初期治療開始時間（図１）：医師接触（初期治療開始）までの所要時間は、搬送距離40kmの地点では、救急車では約
80分。ドクターヘリは、救急隊現場到着後の要請で約40分、救急隊現場到着前の要請では、さらに10分短い。

⚫ 急性冠症候群に対する冠動脈造影開始時間（図２）：心カテ室入室（冠動脈造影開始）時間は、ドクターヘリ搬送例で
は搬送距離による影響がほとんど見られない。また搬送距離30kmの地点では、救急車搬送に比べ約20分短縮する。

⚫ 脳梗塞に対する線溶療法（ｒTPAの投与）開始時間（図３）：線溶療法（ｒTPAの投与）開始時間は、ドクターヘリ搬送例
では搬送距離の影響がほとんど見られない。また、搬送距離30kmの地点では、救急車搬送に比べ約20分短縮する。

図２：消防覚知～心カテ室（分）
（急性冠症候群）

図３；消防覚知～ｒＴＰＡ投与（分）
（脳梗塞）

ドクターヘリ症例データ収集調査分析事業結果
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ドクターヘリの有効性について



１ 研究目的

３ 期待される効果

令和６年度 厚生労働行政推進調査事業

課題名: 各地域救急医療体制におけるドクターヘリの適正運用と安全運航に関する研究

ドクターヘリの安全かつ効果的な運用体制を確立し、継続的に維持・発展させることが期待できる。

① ドクターヘリ品質評価システムを活用し、全国ドクターヘリの運用・安全管理の状況を継続的に把握し、政策（各
地域の機能評価、適正機体数の判断、補助金の算定根拠、効果的な運用への誘導等）に反映できるとともに、各基地
病院は、全国の評価指標と比較することで自施設の運用・安全管理の状況を客観的に捉え、問題点を把握することに
より継続的にドクターヘリの運用・安全管理の改善をはかることができる。

② ドクターヘリは広域救急搬送に適していることから、過疎地でのドクターヘリの役割と有効性及び効率性について
取りまとめることにより、本邦において今後予想される人口減少と地域過疎化の状況おいて、ドクターヘリの効果的
かつ効率的な活動につなげることができる。

③ 現在ある様々な病院前救急医療体制においてドクターヘリの位置づけを明らかにすることで、ドクターヘリのより
効果的かつ効率的な活動につなげることができる。

④ タスクシフトの観点から救急救命士の活用を検討し、医師や看護師等の業務軽減につなげることができる。

２ 研究者・事業期間

研究代表者：猪口 貞樹 （東海大学医学部・客員教授）
※平成27年度～令和５年度厚生労働科学特別研究事業・地域医療基盤開発推進研究事業において、ドクターヘリの救命効

果、安全管理基準、標準テキスト作成等を実施。

事業期間：令和６年４月１日～令和９年３月31日

先行研究において全国症例登録システム（JSAS-R）及びインシデント・アクシデント収集システム（JSAS-I）を
構築し、各地域の運用及び安全管理の状況を包括的に評価し、継続的に質的改善を図る品質評価システムを作成した。

本研究では、持続可能なドクターヘリ運用体制の確立に向けて、ドクターヘリ品質評価システムを活用し、各基地
病院の運用方法を評価するとともに、タスクシフト促進の観点から救急救命士の活用など必要な関連研究を行う。
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ドクターヘリに関する論点と取組

（１）機体数増・出動件数増に伴う必要経費の増加への対応

○ 自治体からの要望を踏まえ、ドクターヘリの導入に係る財政支援を実施。

○ こうした取組の結果、令和５年度に愛知県に２機目のドクターヘリが導入され、令和６年２月１日時

点で、46都道府県（※）に57機のドクターヘリが配置されている。機体数の増加に伴い、出動件数も増加。

（※）１府においては関西広域連合で対応

○ 燃料・機体部品価格の急激な高騰や人件費の急激な上昇により、ドクターヘリ運航経費は顕著に増加。

ドクターヘリ導入促進事業における補助基準額については、令和５年度時点で必要経費に対して不足が

生じており、関係団体から補助基準額の増額が要望されていた。

⇒ 令和６年度から、運行実績に応じた補助基準額の増額を行うとともに、出動時間に加え、空輸時間及び

訓練時間を飛行時間の範囲に含めることにより、より適正な補助金の分配を行っている。

（２）ドクターヘリの成果指標の見直しにつなげる検証

○ ドクターヘリの成果指標として、現在、「ドクターヘリによる搬送件数」を設定。

⇒ 本指標のみでドクターヘリの効果・効率性を測ることは困難。

ドクターヘリの効果や効率性を適切に把握するため、令和６年度より厚生労働行政推進調査事業

として、新たな研究を開始【次のページ】。

○ 年々予算額が増えていることからも、事業の効果や効率性の検討をすべきではないか。
○ 事業の効果や効率性を適切に把握するためのドクターヘリによる搬送の有効性に関する成果
指標を検討すべきではないか。

１ 論点

２ 現在の取組

10



ドクターヘリに係る今後の見直しの方向性

令和６年度からの厚生労働行政推進調査事業において、以下の取組を行う。

○ 令和３年度から令和５年度までに行った厚生労働行政推進調査事業（猪口班）の

成果物である「品質評価システム」等を活用し、ドクターヘリ運航事業の効果や

効率性の適切な把握に取り組む。必要に応じて、同品質評価システムの改善を検

討する。

○ 各基地病院におけるドクターヘリの運用方法を評価し、改善につなげる。

○ ドクターヘリの運用方法の改善を通じて、適切な運行実績に基づく補助基準額の

見直しを行うなど、より適正な予算額の試算計上につなげる。

11
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参考資料



（参考１）ドクターヘリ運航の概要

13

③出動要請

③出動要請

①出動指令

119番通報
救急現場

ドクターヘリ基地病院

ドクターヘリ出動

消防本部指令室
救急隊

②出動

○各都道府県におけるドクターヘリの運航のあり方については、都道府県等に設置されている「運
航調整委員会」において検討・決定することとされている。

（参考１）救急医療対策事業実施要綱
第６ ドクターヘリ導入促進事業
３ ． 運営方針
( 1 ) ドクターヘリの運航に係る関係機関等との調整、地域住民への普及啓発等を行う運航調整委員会を設置し、本事業の実施、運営に関する必要事項に係る諸調整等を行い、
ドクターヘリの運行に万全を期すとともに地域住民の理解と協力が得られるよう努めなければならない。
( 2 ) 運航調整委員会の委員は、都道府県、市町村、地域医師会、消防、警察、国土交通、教育委員会等関係官署に所属する者、ドクターヘリ運航会社、ドクターヘリ基地病院及
び有識者により構成するものとし、これら関係機関と密接な連携をとって当該事業を実施するものとする。

（参考２）救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成十九年法律第百三号）
（関係者の連携に関する措置）
第六条 都道府県は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供が行われる地域ごとに、病院（※）の医師、消防機関、都道府県及び市町村の職員、診療に関する学識経
験者その他の関係者による次に掲げる基準の作成等のための協議の場を設ける等、関係者の連携に関し必要な措置を講じるものとする。
一 当該救急医療用ヘリコプターの出動のための病院（※）に対する傷病者の状態等の連絡に関する基準
二 当該救急医療用ヘリコプターの出動に係る消防機関等と病院（※）との連絡体制に関する基準
（※）救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療を提供する病院

出動様式



（参考２）ドクターヘリ運航経費
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1 固定費 A～Dの計

2 変動費
a～cの計

3 諸経費
（1＋2）×諸経費率（各社設定）
・販売一般管理費、ｸﾙｰ養成費、その他ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ運航に付随する費用等

No. 項目 内容

A 運航人件費
・操縦士、運航整備士（機体同乗）、運航管理担当者の各1名計3名が基地
  病院に ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ運航に伴い常駐するための必要な人件費（交代者含む）
・福利厚生率、交替要員の係数は各社設定

B 機材費

・機材費は20年運用として以下計上。
　①機体費（新規購入額）、②見込交換部品、③償却資産税、
　④航空保険料、⑤支払利息（金利は各社設定）
・ｴﾝｼﾞﾝ・ﾃｰﾙｷﾞｱﾎﾞｯｸｽ・ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝはｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ品として試算
・機体保険（新規購入額保険料）、第三者・乗客包括賠償責任保険、
  捜索・救助保険（各社設定）、EMS賠償特約（各社設定）

C 現場経費
・基地病院常駐に伴う出張旅費、交通費、車両費、光熱費、通信費、電子機器、
　什器、 待機室事務用品、日常点検用工具、資機材購入費等の現場経費

D 予備機確保費
B×予備機確保係数
・毎年実施する耐空検査等、計画的な整備期間中に運航する代替機の配置に
  要する維持管理費用。突発的不具合対応の配置費用は含まない

a 飛行手当 ・現場飛行に伴う諸手当（各社設定）

b 燃油費 ・過年度までの燃料価格を考慮（航空機燃料税、輸送費込み）（各社設定）

c 整備費
・耐空検査、定時点検、軽微な不具合等の整備作業を含む費用
・上項B機材費以外に発生する整備部品費用を含む



（参考３）ドクターヘリの経緯

1999 (平成11年) ドクターヘリ試行的事業

2000 (平成12年)
ドクターヘリ試行的事業
平成12年厚生科学研究 医療技術評価総合研究「災害時における広域搬送のシステム作りに関する研
究 [ドクターヘリコプター]」

2001 （平成13年） ドクターヘリ導入促進事業（救急医療対策実施要綱に追記）
ドクターヘリ運航委託契約に係る運航会社の選定指針について（通知）

2003 (平成15年) 運航会社及び運航従事者の経験資格等の詳細ガイドライン（ドクターヘリ分科会）

2007 （平成19年） 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（法律第103号）

2008 （平成20年） 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係
る登録に関する省令

救急医療用ヘリコプターの導入促進に係る諸課題に関する検討会
－ドクターヘリを取り巻く現状
－助成金交付事業に関する制度のあり方
－ドクターヘリの配備のあり方
－ドクターヘリの運用のあり方

2013 (平成25年) 救急医療体制等のあり方に関する検討会
－救急患者の搬送等について

航空法施行規則第176条の改正に伴うドクターヘリの運航について（通知）

2016 （平成28年） 大規模災害時におけるドクターヘリの運用体制構築に係る指針について

2017 （平成29年） 「運航規定審査要領細則」の一部改正について（ドクターヘリ操縦士の乗務要件等関連）

2019 （平成30年） ドクターヘリの安全運航のための取り組みについて（通知） 15



４６都道府県５７機導入

４機導入（１道）

２機導入（８県）

１機導入（１都１府３５県）

未導入（１府）

都道府県 基地病院

北海道 旭川赤十字病院

北海道 市立函館病院
北海道 市立釧路総合病院
北海道 手稲渓仁会病院
青森県 青森県立中央病院

青森県 八戸市立市民病院

岩手県 岩手医科大学附属病院
宮城県 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター・東北大学病院

秋田県 秋田赤十字病院

山形県 山形県立中央病院

福島県 福島県立医科大学附属病院
茨城県 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター・水戸済生会総合病院

栃木県 獨協医科大学病院

群馬県 前橋赤十字病院
埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター

千葉県 国保直営総合病院君津中央病院
千葉県 日本医科大学千葉北総病院
東京都 杏林大学医学部附属病院

神奈川県 東海大学医学部付属病院
新潟県 長岡赤十字病院
新潟県 新潟大学医歯学総合病院
富山県 富山県立中央病院

石川県 石川県立中央病院

福井県 福井県立病院

山梨県 山梨県立中央病院

長野県 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院佐久医療センター

長野県 信州大学医学部附属病院
岐阜県 岐阜大学医学部附属病院
静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院
静岡県 聖隷三方原病院
愛知県 愛知医科大学病院
愛知県 藤田医科大学病院
三重県 伊勢赤十字病院・三重大学医学部附属病院
滋賀県 済生会滋賀県病院

大阪府 大阪大学医学部附属病院
兵庫県 公立豊岡病院
兵庫県 兵庫県立加古川医療センター・製鉄記念広畑病院

奈良県 奈良県立医科大学附属病院
和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院
鳥取県 鳥取大学医学部附属病院
島根県 島根県立中央病院
岡山県 川崎医科大学附属病院
広島県 広島大学病院

山口県 山口大学医学部附属病院
徳島県 徳島県立中央病院
愛媛県 愛媛県立中央病院
高知県 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

香川県 香川県立中央病院・香川大学医学部附属病院

福岡県 久留米大学病院
佐賀県 佐賀県医療センター好生館・佐賀大学医学部附属病院
長崎県 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター

熊本県 熊本赤十字病院

大分県 大分大学医学部附属病院
宮崎県 宮﨑大学医学部附属病院
鹿児島県 鹿児島市立病院
鹿児島県 県立大島病院
沖縄県 浦添総合病院

（参考４）ドクターヘリの導入状況（令和６年２月１日現在）
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○ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項

○ 都道府県が、国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて、当該都道府
県における医療提供体制の確保を図るために策定するもの。

○ 地域医療構想

５疾病･･･５つの疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患）
６事業･･･６つの事業（救急医療、災害時における医療、新興感染症発生・まん延時における医療、

へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急医療を含む。））

○ ５疾病・６事業及び在宅医療に関する事項

・ 疾病又は事業ごとの医療資源・医療連携等に関する現状を把握し、課題の抽出、数値目標の設定、医療連携体制の構築のための

具体的な施策等の策定を行い、その進捗状況等を評価し、見直しを行う（PDCAサイクルの推進）。

○ 医師の確保に関する事項

○ 医療圏の設定、基準病床数の算定

計画期間 ６年間 （第８次医療計画の期間は2024年度～2029年度。中間年で必要な見直し）

（参考５）医療計画



18

災害医療体制におけるポイント

救急医療体制におけるポイント

【ドクターヘリ】
都道府県は隣接都道府県と協議し、ドクターヘリが同時に要請された際や、都道府県境
付近の患者からの要請時に、より効率的な対応ができるような広域連携体制を構築する。

【災害時のドクターヘリ】
「大規模災害時におけるドクターヘリの運用体制構築に関わる指針について」（平成28 年

12月５日付け医政地発 1205第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）を基に作成
された災害時のドクターヘリの運用指針に則り、ドクターヘリの要請手順や自地域における
参集拠点に関しても訓練等を通して確認を行うこと。

【災害時の航空搬送】
都道府県を超える広域医療搬送を想定した災害訓練の実施又は参加に努めること。その
際には、航空搬送拠点臨時医療施設の設置場所及び協力を行う医療機関との連携確認を
行うこと。

（（参考６）第８次医療計画におけるドクターヘリに関するポイント



○ 指針の目的

東日本大震災において課題とされた大規模災害時の全国規模でのドクターヘリの運用体制の整備について、

全国のドクターヘリが被災地に参集する仕組み、被災地における活動時の指揮命令系統等を示す。

・ ブロック化により平時からの
相互応援協定等の締結を促進

・ 連絡担当基地病院により、
災害時の連絡調整を効率化

○ ドクターヘリ基地病院地域ブロック

・ 全国を１０の地域ブロックに分割
・ 地域ブロック内で被災地活動の調整を行う
「ドクターヘリ連絡担当基地病院」を設定

＜ドクターヘリ基地病院地域ブロック＞
（H28.10.11時点）

○ 大規模災害時の参集方法

・単一都道府県・複数都道府県の発災時における、ドクターヘリの
被災地への参集に係る連絡体制を提示

◇ 複数都道府県の発災時◇

・被災都道府県災害対策本
部はドクターヘリのニー
ズを厚生労働省に報告

・厚生労働省は被災都道府
県から概ね300km圏内
にある連絡担当基地病院
へドクターヘリの派遣調
整を依頼

・連絡担当基地病院は地域
ブロック内の基地病院と
派遣・待機を調整

◇ 単一都道府県の発災時◇

・被災都道府県災害対策本
部は所属する地域ブロッ
クの連絡担当基地病院へ
ドクターヘリ派遣を要請

・連絡担当基地病院は地域
ブロック内の基地病院と
派遣・待機を調整

被災都道府県災害対策本部

DMAT
都道府県
調整本部

都道府県医療本部

ドクターヘリ
基地病院

ドクターヘリ
基地病院

ドクターヘリ本部

ドクターヘリ
参集拠点

ドクターヘリ
連絡担当基地病院

ドクターヘリ
基地病院

ドクターヘリ
調整部

厚生労働省

ドクターヘリ
連絡担当基地病院

基地
病院

基地
病院

基地
病院

地域ブロック

ドクターヘリ
連絡担当基地病院

基地
病院

基地
病院

基地
病院

地域ブロック

ドクターヘリ
参集拠点

ドクターヘリ本部

被災都道府県災害対策本部

ドクターヘリ
調整部

A県

ドクターヘリ
参集拠点

ドクターヘリ本部

被災都道府県災害対策本部

ドクターヘリ
調整部

B県○ 被災地における活動時の指揮命令系統

・参集拠点に参集したドクターヘ
リは、ドクターヘリ本部の指揮
下で活動

・関係機関との調整はドクターヘ
リ調整部が実施

※ドクターヘリ調整部
被災都道府県災害対策本部内のＤ

ＭＡＴ都道府県調整本部の内部組織
また、航空運用調整班に所属し、

消防、自衛隊等と航空機運用に関し
て情報共有・連携を実施

航空運用調整班

被災都道府県災害対策本部

DMAT
都道府県
調整本部

都道府県医療本部

ドクターヘリ本部

ドクターヘリ
調整部

DMAT
活動拠点本部

DMAT・
SCU本部

ドクターヘリドクターヘリ ドクターヘリ

航空運用調整班

警察 消防 自衛隊

海上保安庁 国土交通省

航空運用調整班

連絡経路
ドクターヘリ派遣

･･･

「大規模災害時におけるドクターヘリの運用体制構築に関わる指針について」

（平成28 年12月５日付け医政地発 1205第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）

（参考７）大規模災害時のドクターヘリ運用体制構築に係る指針
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（参考８）能登半島地震におけるドクターヘリの活動

20

○ 令和６年１月１日に発生した、能登半島地震においては、災害時ドク

ターヘリ応援協定に基づき、中部ブロックのドクターヘリ８機が被災地へ応

援派遣され、計８４名の患者を搬送した。（１月１日～１月31日）

石川県におけるドクターヘリの活動状況

ドクターヘリ動態管理システム

能登半島 出動中の状況 （１月11日）

ドクターヘリ

ドクターヘリ

DMAT

富山DH

愛知DH

岐阜DH

長野DH

消防ヘリ

消防ヘリ



（参考９）令和５年度 厚生労働科学特別研究事業

○大規模災害発生初動期における、ドクターヘリ派遣調整

○地域の救急医療に配慮したブロック内出動調整と出動ドクターヘリ運航範囲の

カバー体制

○基地病院が整備すべきドクターヘリ出動マニュアル

○都道府県や基地病院・災害拠点病院等が平時から備えておくべきドクターヘリ

受援計画

○災害時被災地内で運用する全国共通運航要領

○ドクターヘリを前提とした新医療搬送計画

○南海トラフ地震における医療搬送のニーズ

○新生児、妊婦、集中治療患者等の災害時のドクターヘリ搬送のあり方

○新興感染症や放射線複合災害時のドクターヘリ運航のあり方

南海トラフ地震等大規模激甚災害時のドクターヘリ運用体制構築に向けた研究

研究代表者：本間正人（鳥取大学 医学部器官制御外科学講座 救急・災害医学分野 教授）

具体的な内容

21

激甚広域災害に備えて、広域医療搬送計画が策定され総
合訓練が行われてきた。従来の自衛隊機を主とした広域医
療搬送計画からドクターヘリを最大限に活用する戦略に大
きくシフトする必要があり、ドクターヘリを可能な限り有
効に利用した「新医療搬送計画」への提案することが第3
の研究テーマである。そのために最新の南海トラフ被害想
定に基づいた搬送必要数の検討を行う。

研究概要



（参考10‐１）ドクターヘリの安全運航のための取組について
（ 平 成 3 0 年 ７ 月 2 5 日付 け 医政 地 発 0 7 2 5第 ３号 厚 生労 働 省医 政 局地 域 医療 計 画課 長 通知 ）
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1. ドクターヘリの安全管理体制について

「ドクターヘリ導入促進事業」の事業者（以下「事業者」という。）は、補助要綱で設置することとされている「運航調整委員会」に
加え、必要に応じて「安全管理部会」を設置する。
なお、安全管理部会を設置しない場合には、運航調整委員会が直接当該業務を行うものとする。

（構成員） 基地病院、ドクターヘリ運航会社、消防機関及びその他必要な
機関において実際にドクターヘリに関連する業務に従事する者。

（役割） 運用手順書案の作成、安全管理方策に関する協議、インシデン
ト・アクシデント情報の収集・分析等、ドクターヘリの安全管理に
関する調査・検討を行い、その結果を運航調整委員会に報告す
る。

運航調整委員会

安全管理部会

（構成員） 都道府県、市町村、地域医師会、消防、警察、国土交通、教育委
員会等関係官署に所属する者、ドクターヘリ運航会社、ドクターヘ
リ基地病院及び有識者

（役割） 事業の実施、運営に関する必要事項に係る諸調整等を行い、ドク
ターヘリの運航に万全を期すとともに地域住民の理解と協力が得
られるよう努める。

新

厚生労働省

ドクターヘリ
基地病院

運航会社

委託契約

医療機関 消防機関 その他
関係機関

安全管理部会

運航調整委員会 市町村、地域医師会、消防、
警察、国土交通、教育委員
会等関係官署に所属する者

事業者（都道府県など）

新
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（参考10-2）ドクターヘリの安全運航のための取組について
（ 平 成 3 0 年 ７ 月 2 5 日付 け 医政 地 発 0 7 2 5第 ３号 厚 生労 働 省医 政 局地 域 医療 計 画課 長 通知 ）

2. 運航要領及び運用手順書の作成について

ドクターヘリの運用・運航は、以下に示す運航要領及び運用手順書に実施するものとする。

ドクターヘリ運航要領

運用手順書

安全運航に関する事項を含め、ドクターヘリの運用・運航に関する基本事項
（ドクターヘリの要請基準、要請方法等）を定める。

運航調整委員会が作成する。

ドクターヘリの安全運航のため、ドクターヘリに関連する業務に従事する者が取
り組むべき内容について定める。日常業務手順及び運航手順により構成される。
安全管理部会が作成し、運航調整委員会の承認を得る。

3. 医療クルーの安全教育について
事業者は、基地病院やドクターヘリ運航会社等と協力して、ドクターヘリに搭乗する医師、看護師等の医療クルーに対し、
ドクターヘリの運用・運航に必要な知識や技術を習得させるための教育体制を整備する。
具体的な講習内容は、安全管理部会で決定するものとする。

搭乗前の安全教育（事前教育） 継続的な安全教育（継続教育）

ドクターヘリの安全運航を行う上で、必要な
知識や手技に関する基本的な安全講習。

継続的に必要な安全講習。新しい知識や
インシデント／アクシデント情報の共有等

4. 多職種ミーティングについて

基地病院では、日々の運航にあたり、多職種間のミーティングを待機開始時（ブリーフィング）及び待機終了時（デブリー
フィング）に実施する。

新

新

新
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5. インシデント・アクシデント情報の報告について

＊各機関から所轄官庁、都道府県などへの報告は従来通りに行う。

安全管理部会では、基地病院における全インシデント・アクシデント情報の収集分析及び管理を行う。
情報の流れ

医療クルー（医師・看護師）
医療安全にかかわる事象

消防機関（救命士など）
ヘリポートの安全確保、患
者受け渡しなどでの事象

運航クルー（パイロット・整備士）
機体や運航の安全にかかわる事象

インシデント・アクシデント関連機関

運航終了後の多職種ミーティング（デブリーフィング）
インシデント・アクシデントの収集・整理
臨時対応の実施

レベル３ｂ以上に該当するもの及び
これに該当しないものであっても緊
急に注意喚起を必要とするもの

上記以外

ドクターヘリのインシデント・アクシデ
ント情報の収集分析を行う学会

厚生労働省

定期的に状況を確認し、必要があれば手順書等を変更
必要に応じて、調査・検証を実施

安全管理部会

速やかに報告（遅くとも24時間以内）報告

運航調整委員会

事業者（都道府県など）

速やかに報告（遅くとも24時間以内）報告

一定期間ごとに報告

必要に応じて速やかに報告

全国の基地病院

共有
＊定期的にインシデント・
アクシデント情報の分析・
公表を行う。

新

（参考10-3）ドクターヘリの安全運航のための取組について
（ 平 成 3 0 年 ７ 月 2 5 日付 け 医政 地 発 0 7 2 5第 ３号 厚 生労 働 省医 政 局地 域 医療 計 画課 長 通知 ）



（参考11-１）ドクターヘリ症例データ収集調査分析事業結果
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（参考11-２）ドクターヘリ症例データ収集調査分析事業結果
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（参考11-３）ドクターヘリ症例データ収集調査分析事業結果

27



（参考11-４）ドクターヘリ症例データ収集調査分析事業結果
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（参考11-５）ドクターヘリ症例データ収集調査分析事業結果
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（参考12）令和６年能登半島地震における活動（石川県HPより抜粋）
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救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成十九年法律第百三号）

（目的）

第一条 この法律は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が傷病者の救命、後遺症の軽減等に果たす役割の重要性にかんがみ、救急医療用ヘリコプター

を用いた救急医療の全国的な確保を図るための特別の措置を講ずることにより、良質かつ適切な救急医療を効率的に提供する体制の確保に寄与し、もって国民

の健康の保持及び安心して暮らすことのできる社会の実現に資することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「救急医療用ヘリコプター」とは、次の各号のいずれにも該当するヘリコプターをいう。

一 救急医療に必要な機器を装備し、及び医薬品を搭載していること。

二 救急医療に係る高度の医療を提供している病院の施設として、その敷地内その他の当該病院の医師が直ちに搭乗することのできる場所に配備されているこ

と。

（救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する施策の目標等）

第三条 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する施策は、医師が救急医療用ヘリコプターに搭乗して速やかに傷病者の現在する場所に行き、

当該救急医療用ヘリコプターに装備した機器又は搭載した医薬品を用いて当該傷病者に対し当該場所又は当該救急医療用ヘリコプターの機内において必要な治

療を行いつつ、当該傷病者を速やかに医療機関その他の場所に搬送することのできる態勢を、地域の実情を踏まえつつ全国的に整備することを目標とするもの

とする。

２ 前項の施策は、地域の実情に応じ次に掲げる事項に留意して行われるものとする。

一 傷病者の医療機関その他の場所への搬送に関し、必要に応じて消防機関、海上保安庁その他の関係機関との連携及び協力が適切に図られること。

二 へき地における救急医療の確保に寄与すること。

三 都道府県の区域を超えた連携及び協力の体制が整備されること。

（医療法の基本方針に定める事項）

第四条 厚生労働大臣は、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の三第一項に規定する基本方針（次条第一項において「基本方針」という。）に、

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する事項を定めるものとする。

（参考1 3－１）救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
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（参考1 3－２）救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法

（医療計画に定める事項）

第五条 都道府県は、医療法第三十条の四第一項の規定に基づき、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、同項に規定する医療計画を定め、又は同法

第三十条の六の規定に基づきこれを変更する場合において、当該医療計画に救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保について定めるときは、救急医療

用ヘリコプターを用いた救急医療を提供する病院（以下単に「病院」という。）に関する事項を定めるものとする。

２ 前項に規定する事項のほか、医療計画に救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保について定めるときは、次に掲げる事項について定めるよう努め

るものとする。

一 都道府県において達成すべき救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に係る目標に関する事項

二 次条に規定する関係者の連携に関する事項

３ 都道府県は、第一項の場合において、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が、隣接し又は近接する都道府県にまたがって確保される必要があると認

めるときは、あらかじめ、当該都道府県と連絡調整を行うものとする。

（関係者の連携に関する措置）

第六条 都道府県は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供が行われる地域ごとに、病院の医師、消防機関、都道府県及び市町村の職員、診療に関

する学識経験者その他の関係者による次に掲げる基準の作成等のための協議の場を設ける等、関係者の連携に関し必要な措置を講ずるものとする。

一 当該救急医療用ヘリコプターの出動のための病院に対する傷病者の状態等の連絡に関する基準

二 当該救急医療用ヘリコプターの出動に係る消防機関等と病院との連絡体制に関する基準

（救急医療用ヘリコプターの着陸の場所の確保）

第七条 国、都道府県、市町村、道路管理者（道路管理者に代わってその権限を行う者を含む。）その他の者は、救急医療用ヘリコプターの着陸の場所の確保

に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

（補助）

第八条 都道府県は、病院の開設者に対し、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用の一部を補助することができる。

２ 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、政令で定めるところにより、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。
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（参考1 3－３）救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法

（助成金交付事業を行う法人の登録）

第九条 病院の開設者に対し救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用に充てるための助成金を交付する事業であって厚生労働省令で定め

るもの（以下「助成金交付事業」という。）を行う営利を目的としない法人は、厚生労働大臣の登録を受けることができる。

２ 次の各号のいずれかに該当する法人は、前項の登録を受けることができない。

一 第十二条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人

二 第十二条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものが

その業務を行う役員となっている法人

３ 厚生労働大臣は、第一項の登録の申請をした法人が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 助成金交付事業に関する基金であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを設け、助成金交付事業に要する費用に充てることを条件として政府及び

都道府県以外の者から出えんされた金額の合計額をもってこれに充てるものであること。

二 助成金交付事業を全国的に適正かつ確実に行うに足りるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

（報告又は資料の提出）

第十条 厚生労働大臣は、助成金交付事業の適正な実施を確保するために必要な限度において、前条第一項の登録を受けた法人に対し、その業務又は経理の状

況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

（指導及び助言）

第十一条 厚生労働大臣は、第九条第一項の登録を受けた法人に対し、助成金交付事業が円滑に実施されるように必要な指導及び助言を行うよう努めるものと

する。

（登録の取消し）

第十二条 厚生労働大臣は、第九条第一項の登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 不正の手段により第九条第一項の登録を受けたとき。

二 第九条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。

三 第十条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。 33



（参考1 3－４）救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法

（公示）

第十三条 厚生労働大臣は、第九条第一項の登録をしたとき及び前条の規定により同項の登録を取り消したときは、その旨を官報に公示しなければならない。

（厚生労働省令への委任）

第十四条 第九条から前条までに定めるもののほか、第九条第一項の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

附 則

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

（健康保険等の適用に係る検討）

２ 政府は、この法律の施行後三年を目途として、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供の効果、救急医療の提供に要する費用の負担の在り方等を

勘案し、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用のうち診療に要するものについて、健康保険法（大正十一年法律第七十号）、労働者災

害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）その他の医療に関する給付について定める法令の規定に基づく支払について検討を行い、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 （平成二三年八月三〇日法律第一〇五号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

（政令への委任）

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
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（参考14）第８次医療計画（抜粋）
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